
 

 

氷見市・名城大学農学部連携協議会規約 

 

 （名称） 

第１条 本会は、氷見市・名城大学農学部連携協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 （目的） 

第２条 産学官が連携して、社会環境等の変化による様々な地域課題を解決に導くとともに、

農林水産業の活性化を図り、未来に向けて、産業や教育など様々な分野での成長の基盤と

して、地方創生のモデルとなるような取り組みへと発展させ、産学官のすべてが有益とな

り、農林水産業及び地域を進化させていくことを目的とする。 

 （事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。 

(1) 産学官の連携による農林水産業の振興に関すること。 

(2) 農林水産業等における教育の活性化に関すること。 

(3) 生涯学習の推進に関すること。 

(4) 交流の促進に関すること。 

(5) その他産学官の連携による取り組みに関すること。 

 （入会） 

第４条 協議会の会員として入会しようとする者は、協議会が別に定めるところにより申し

込み、理事会の議決により入会することができる。 

 （退会） 

第５条 会員は、協議会が別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会するこ

とができる。 

 （除名） 

第６条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により当該会員を除名

にすることができる。 

⑴ 本会側その他の規則に違反したとき。 

⑵ 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

⑶ その他の除名すべき正当な事由があるとき。 

 （会員資格の喪失） 

第７条 前条の場合のほか、会員が解散したときはその資格を喪失する。 

 （会員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第８条 会員が前２条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、

義務を免れる。ただし、未履行の義務は、免れることはできない。 

（役員） 

第９条 協議会に、次の役員を置く。 

(1) 会長  １名 

別添２ 



 

 

(2) 副会長 １名 

(3) 理事  ４名以内 

(4) 監事  ２名 

２ 会長は会員の互選により決定し、副会長、理事及び監事は、総会での同意を得て会長が

選任することとし、それぞれ再任を妨げない。 

３ 会長は、協議会を代表して、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 理事は、協議会の業務を執行する。 

６ 監事は、協議会の会計を監査する。 

 （役員の任期） 

第１０条 役員の任期は、選任後の２年以内に終了する事業年度のうち最終の年度の終了後

に開かれる定時総会までとする。 

２ 役員のうちその職によって選任された役員が当該職を離れたときは、役員の職を失うも

のとし、当該職に就いた者を役員として、残任期間を引き継ぐものとする。 

 （総会） 

第１１条 協議会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。 

２ 総会は、すべての会員をもって構成する。 

３ 定時総会は、毎年度１回開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。 

４ 総会において、次に掲げる事項について審議する。 

⑴ 事業計画及び収支予算に関する事項 

⑵ 事業実績及び収支決算に関する事項 

⑶ 協議会規約等の変更に関する事項 

⑷ 各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めるもの 

５ 総会は、会長が招集する。 

６ 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、副会長がその職務を行う。 

７ 総会は、会員の過半数の出席により成立する。 

８ 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。 

９ 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができ

る。 

（理事会） 

第１２条 協議会に、理事会を置く。 

２ 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、必要に応じて協議会の業務の

執行に関する事項等について審議する。 

３ 理事会は、会長が招集する。 

  理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、副会長がその職務を

行う。 



 

 

４ 理事会は、構成員の過半数の出席により成立する。 

５ 理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。 

 （事務局） 

第１３条 協議会の事業を円滑に執行するため、氷見市に事務局を置き、会長が事務局長を

指名する。 

 （経費） 

第１４条 協議会の経費は、会費、補助金、委託金及び負担金等をもって充てる。 

 （会計及び事業年度） 

第１５条 協議会の会計及び事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 （委任） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

附 則 

１ この規約は、本会の設立の日から施行する。 

２ 本会の最初の会計及び事業年度は、第１５条の規定にかかわらず、本会の設立の日から

平成３１年３月３１日までとする。 


